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令和６年度 第１回 徳島県食の安全安心審議会 
 
○日 時／令和６年７月１日（月）午後２時から午後４時まで 

○会 場／徳島県庁 １０階 大会議室（会場と Zoom によるハイブリッド開催） 

○出席者／住村 洋昌、加渡 いづみ、内山 眞弓、大久保 秀幸、藤村 松男、廣瀬 真樹、 

山口 ももか、松浦 葵、山下 浩美、乃一 由子、森本 尚子、山田 靖仁、 

伊丹 慎治(web)、石堂 一巳(web)、谷野 圭助(web)、関澤 純、多田 利光、 

髙橋 章(web)、小林 由子(web)、石本 寛子 
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定刻が参りましたので、ただいまから、令和６年度第１回「徳島県食

の安全安心審議会」を開会いたします。 

本日は、会場と Web によるハイブリッド形式によりまして、開催を

させていただきます。 

開会にあたりまして、勝間 徳島県危機管理部長から御挨拶を申し

上げます。 

 

（挨拶） 

 

続きまして、会長から一言お願いいたします。 

 

皆さん、お忙しいところ、今日はお時間をお割きいただいてありがと

うございます。 

最近は健康食品をめぐる大きな事件が起きつつあって、なかなか大

変だと思います。 

また消費関係では、厚生労働省から食品衛生基準行政が消費者庁に

移管するということで、大きな変化があります。 

これとも関係あるのですけども、食品表示の方では、国際的なルール

にできるだけ合致させようということで、例えば、一例ですけれども、

日本では水は食品表示の中に入ってこないのですけども、国際的なル

ールでは水分を表示するというような規定になっています。こういっ

たルール改正を実際に日本でするのかどうかという問題もあります。 

またもう１つ国際的なルールということで、食品衛生で、厚生労働省

が進めていますが、HACCP と言う、事業者さんが製造管理をきちっと自

分で管理していくという仕組みが今進行中で、それぞれ御努力されて
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いると思います。 

徳島県を見ますと、幸いと言って良いか、今のところ食中毒はそれほ

ど目立った大きな事故が今ないということで、事業者さんと、行政の御

努力の賜だと思います。 

食品表示についても、徳島県では特別な条例を作って、消費者の方の

御理解を強めるということを続けていて、リスクコミュニケーション

でも、小中高校大学も含めて、出前講座みたいな形で、いろいろ御努力

されているというのは非常に特筆すべきところだと思います。 

今日はこういったことも踏まえて、それぞれのお立場から、委員の皆

様には積極的な御提言や御質問をいただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 本日は、２５名の委員中、２０名の委員の皆様に御出席をいただいて

おり、徳島県食の安全安心推進条例施行規則第１０条第２項の規定に

より、有効に成立していることを報告させていただきます。 

 本審議会につきましては、報道関係及び一般の方に公開しておりま

す。本日の議事録は、後日県ホームページで公開する予定としておりま

すので、よろしくお願いいたします。なお、記録のため、録音および写

真撮影をさせていただきますので、御了承ください。 

 それでは、議事に入りたいと思います。これからの議事進行につきま

しては、会長にお願いいたします。 

 

 冒頭申し遅れましたが、オンラインで参加してくださっている方も

おられると聞きますし、今日は傍聴の方もおいでというふうに伺って

おりましたので、いろいろ変わった議論ができればと思っております。 

ではまず議題１「令和５年度徳島県食品衛生監視指導計画実施結果

（案）」について、事務局から御説明をお願いいたします。 

 

令和５年度徳島県食品衛生監視指導計画の実施結果（案）について、

資料１－１概要に沿って説明します。 

 

「１ 重要度別監視指導の実施状況」について御説明します。１６、

１７ページの別紙２も併せて御覧ください。 

監視計画の設定は、１６ページの別紙２のように、食中毒の発生頻度

やリスクに応じて業種をＡからＤに分類し、監視頻度別にランク設定

して実施しています。 
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表の一番上を例にしますと、前年度に行政処分を受けた施設につい

てはＡランクに属しており、年２回の標準監視回数で実施するように

なります。該当施設数は３つあるため、計画する監視回数が６回と算出

されます。その他の業種も同様になります。Ｅランクに関しては、随時

監視としています。 

資料１－１に戻っていただきますと、まず、令和５年度は、計画の監

視数としては５，８９４回でしたが、実績としましては６，０９６回監

視指導を実施し、計画に対して１０３．４％という結果になっておりま

す。この数値に関しては、昨年度の令和４年度を横に掲載しています

が、そちらと比べても上がっている状況です。随時監視については、と

畜場や食鳥処理場のように毎日監視を行っているような施設及び届出

施設が対象となり、延べ４，３９３回の監視を行っています。なお、す

べての監視指導施設数は１０，４８９回でした。また、要指導施設数は

１２４施設で、昨年度の２０５施設より減少しています。これは、法改

正により HACCP が義務づけられましたが、そのように新たに対応が必

要になったことへの指導の減少により、要指導施設数が減っていると

考えております。 

引き続き、監視指導計画に沿って、監視指導を進めて参ります。 

 

「２ 主な監視指導の内容」について、６ページの「４ 重点的に実

施する監視指導事業」以降も参考に御覧ください。 

（1）食中毒防止対策の①カンピロバクターによる食中毒につきまし

ては、生あるいは加熱不足の食肉の提供が食中毒の原因として疑われ

る事例が多いことから、飲食店に対して中心部まで十分な加熱調理を

行うように啓発をしました。②ノロウイルスによる食中毒につきまし

ても、調理従事者による食材の汚染が原因となる事例が多いこと、体調

不良がなくてもノロウイルスを保持していることがあることを啓発

し、適切なタイミングと頻度による手洗いの励行を指導しました。 

（2）HACCP に沿った衛生管理の取組支援につきましては、食品営業

施設の立入時や営業許可継続手続時に衛生管理の実施状況を確認して

指導しています。また、徳島県食品衛生協会と連携して、HACCP アドバ

イザーによる巡回指導により、食品事業者の HACCP に沿った衛生管理

の定着を支援しています。 

（3）適正な食品表示への対策につきましては、栄養成分表示や原料

原産地表示などの相談・指導を行うとともに、食品表示Ｇメン等による

監視指導を実施して、表示違反の排除に努めています。また、リスクコ
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ミュニケーションを推進するなど、効果的な消費者教育を実施してい

ます。 

 

「３ 食中毒の発生状況」について、資料２０ページも参考に御覧く

ださい。 

令和５年度に県内で発生した食中毒事件は５件となっています。 

令和５年度は、７月に寄生虫のクドアを原因とするもの、１１月には

ウエルシュ菌を原因とするもの、１２月にはアニサキスを原因とする

食中毒が発生しました。また、１月にノロウイルスによる食中毒が２件

起こっています。これらの事例につきましては、調理される方からの二

次汚染が原因と推定しています。 

 

「４ 収去等検査結果」について、１８ページに検体数の内訳を掲載

していますので、参考に御覧ください。 

食品の検査は不適切な食品を排除して、食品の安全を確保するため

に実施しており、令和５年度の計画では、保健所、保健製薬環境センタ

ー、食肉衛生検査所で２，４０５検体の計画でしたが、実績としては、

２，３５８件でした。計画を達成できなかったのは、食肉衛生検査所に

おいて、野生イノシシ肉の検査をしていますが、豚熱の影響で野生イノ

シシの検体が確保できなかったことが影響しています。また、違反検体

数は１検体で、内容は、漬物に使用されていたソルビン酸カリウムとい

う保存料の使用基準違反でした。 

 

２１ページの別紙６には、違反苦情処理状況、２２ページの別紙７に

は、相談・指導件数及び講習会の実施状況を掲載していますので、参考

に御覧ください。 

 

ただいま事務局から説明がありましたが、この内容について御意見

等や御質問等ありましたら、発言をお願いいたします。 

 

２０ページの食中毒発生状況に関する報告ですけれども、１月にノ

ロウイルスを原因とする食中毒が発生しています。ノロウイルスとい

うのは、割と丈夫というか、どこにでもいるようなウイルスで、例えば

大規模な食中毒としては、刻みのりを作っているところで手で刻みの

りを刻んでそれをあちこち全国に販売したところ、そののりからノロ

ウイルスの食中毒が全国的に発生したというようなこともあり、そう
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いったことで、今回の調理師さん、調理関係者からの感染っていうこと

を考えまして、特に実際に調理に当たられる方、また家庭でもその注意

が必要じゃないかなと思いますが。 

 

ノロウイルスにつきましては、やはり手洗いで防止するというのが

一番有効というふうに言われております。ノロウイルスは腸の中で増

えまして、便の方に排出されるのですけれども、トイレの後の手洗いが

不十分であると、もし腸の中にノロウイルスがある場合には手を汚染

して、それが食品を触った時に食品の方にウイルスが移って感染が広

がったりとか、あとドアノブとかそういうところからの感染、物を介し

て感染するのもありますし、嘔吐物、吐いた所の処理が不十分だと、例

えば絨毯の上に吐いたときとかは、ウイルスがとても小さいので、処理

ができていないと歩いた時に舞い上がって吸い込んでうつるというよ

うな話も出ておりますので、とにかく処理の方法とかも御家庭で気を

つけていただけるように一般の方に対する啓発もしておりますし、事

業者の方に対しては、いつウイルスを持っているかわからない、どこで

ウイルスをもらうかわからないので、調理の前だとか、厨房に入る前だ

とか、あとトイレの後とか、要所要所での手洗いを指導させていただい

ているところです。 

 

ノロウイルスで死亡事故は少ないと思いますけども、おなかを痛め

たり、熱を発したり、下痢をしたりということはあると思います。今お

話があったように、各人が実際に調理に当たる前後で十分注意をする

ということが非常に大事だとわかっておりますけれども、各職場、また

御家庭で、注意をぜひ広げていただきたいと思います。 

いわゆるカンピロバクターについても、鶏肉を生に近い状態で十分

熱を通さないで食べるということで発生しているということを聞いて

おりますので、この場合はかなり厳しいギラン・バレー症候群と言う症

状を起こすこともありますので、御注意いただければと思います。 

 

最近ニュースなんかで、漬物の製造業者さんが、小規模な所が多いの

で、今後経営を継続するかどうか、食品衛生法の改正でどうするかとい

うところで悩みながら、いろいろ自治体の補助も受けながら施設を改

造して継続するようになったというニュースもあったかと思うのです

けれども、県内の漬物製造業の状況とか、もしわかれば教えていただけ

たらと思います。 
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今日時点の正確な数は把握してないのですけども、大体１２０件前

後の方が、漬物製造業許可を県内で取得されています。 

我々衛生部局の許可を出す側の立場といたしましては、できること

といたしましては、十分に説明をして、皆さん御高齢でいいきっかけな

のでやめようかなと思われるような方もいらっしゃるのですけれど

も、できるだけ継続、ちょっとでもやりたいという気持ちがあれば、手

続が煩雑だとかで諦めるのであれば、そこは保健所の窓口で十分にサ

ポートできますし。施設を用意するのがちょっと大変そうというふう

に言われている方もいらっしゃるのですけど、自宅の台所では許可は

取れないのですけれども、もしどこかに場所があれば、この場所のどこ

に流しをつけたらいけるかもとか、使えるようなところはできるだけ

使うというふうな御相談に乗れるように体制をとっていますので、で

きるだけ気軽に、ちょっと敷居が高いと思わずに保健所に気軽に御相

談くださいといつも呼びかけているところです。 

 

本県のジビエですが、割と蔑視される方も多いそうで。特に何か注意

することはございますか。 

 

豚熱についてまず御説明させていただくのですけれども、昨年度３

月３１日までの時点で、４９例の豚熱が県内で発生されていまして、豚

熱に感染している野生イノシシが発生・発見された場所から１０キロ

圏内の区域は自由に持ち出しができないというような制限がありま

す。それで検体の確保がちょっと難しかったというところがあります。 

鹿肉とかジビエに関しましては、講習会とかを実施しまして、狩猟者

の方とか、あと処理をされている方とかに対して、写真を用いてこうい

う危険があるとか、あと実際の処理しているところを見ていただいて

とかで、できるだけ衛生的にしていただけるような取組を県ではして

おります。 

 

１１ページの理化学検査の質問なのですけども、アレルギー物質の

検査をしてらっしゃると思うのですけれども、県の方で今検査ができ

るアレルゲン物質の方を教えていただければと思います。 

 

今までにしたもので言えば、卵、小麦、えび、かに、そば。記憶のか

ぎりで申し上げていますけれども、それらは検査しております。あとは

手元になくてはっきりと申し上げられないのですけれども、義務化さ
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れているものについては対応ができるようにはしています。 

 

検査項目ができない施設っていうのが結構増えて、検査方法が確認

されていないということをよくお聞きするので、県の方がどのような

状況なのかなというのをお聞きしたくて質問しました。 

 

今言った５つは記憶にあるのですけど、すみません。 

 

アレルギーというのは、場合によってですけども死亡事故に至る場

合もございますので、注意していただかないと。最近見たニュースです

けれども、米粉パンというふうに書いてあったものを調理師の方が使

ったのだけど、実際には小麦粉ということが別に大きく書かれていた

らしいのですけども、気がつかないで、それを子供が給食で食べて、確

か亡くなったのじゃなかったかな。そういうので、一番極端な場合がお

子様で亡くなるということもあるので、アレルギーについては、各家庭

でもぜひ御注意いただきたいと思います。 

 

５ページの３（４）食肉衛生検査所に、シカ肉・イノシシ肉のＥ型肝

炎等モニタリングとありますね。これは大事なことだと思います。食材

を安全に食すには、消毒と加熱が一番と思うのです。私の小さい頃、い

ろんな猟をしますと、いろんなものがたくさん獲れた。魚のみならず鴨

や白鷺なんかそのようなものを。母親がさばいてくれましたが、一番気

をつけたのは、もうしつこいぐらい炊くこと。そうでなければ当たる可

能性があるということですね。しっかりそういうことは心に残ってお

ります。 

そして６ページの一番下のふぐ毒・貝毒等のマリントキシン対策。特

に貝の牡蠣、これを生で食べるのは危険を伴いますね。これも私の母親

は必ず、もうしつこいほど煮付けて醤油で味つけていた。 

それと７ページのイベント等における食中毒防止対策。店の前にズ

ラーッと並ぶと十分な加熱が出来ていないときがあります。 

そして９ページ上から２番目の健康食品。昨日、私の趣味のイベント

があって、休憩時のときに健康食品の話が出た。製品の名前は忘れたの

ですが、非常に元気になると。これを聞いていた周りの人が、私も飲ん

でいると。これは何に効くのですかと私聞いたのです。でもよくわから

ないと言うのですね。よくわからないのに飲んでいるのですかと聞い

たら、元気になるのでと。こういう感じがある。買う方にも、消費する
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方にも原因があるのですね。県の方にお願いしたいのは、こういうもの

は十分検査しておられるのでしょうが、そういうのに目を通して欲し

いと思いますね。 

 

まず消毒、加熱が大切とおっしゃっていただいたことについては本

当にそのとおりで、やっぱりお肉とかは十分に加熱して召し上がって

くださいということで、一般の方にも常に機会があるたびに啓発させ

ていただいております。 

マルシェについてもいただいたかと思うのですけども、屋外で例え

ばテントだったりする場合には、いつも基本的には最終加熱したもの、

ジュースの小分けしたものとかは除きますけれども、最終加熱したも

のということで、許可が出ている状況です。加熱の不十分なもの等、も

しそういう状況があったら保健所に言っていただいたら確認させてい

ただいたりはしております。ただ許可を出すときに、十分に加熱するよ

うにとか、最終的に加熱した後は触ったりできるだけ汚染がないよう

な取り扱いをするようにということで、最初から指導はさせていただ

いております。 

あと健康食品の検査のことなのですけれども、我々食品の部局と鴨

居が違うかもしれないのですけれども、医薬品の成分とか、無承認と

か、医薬品みたいな成分が含まれていないかとかいう検査というのは

別途しているところではあります。 

 

あと 1つだけよろしいですか。 

ふぐの料理ね。免許を持った人でも、トラフグを一番嫌いますね、猛

毒があるから。このトラフグの、基本的には同じなのでしょうが、料理

の仕方とか、こういうふうな手順でとか、こういうことに気を付けると

いった講習のようなものをして欲しいなと思います。 

 

漬物の有名な秋田県のイブリガッコというのがあるのですけども、

先ほど副会長からお話があったように、漬物の制度が届出から許可制

になったために、自家製造したものを持って行ってそのまま売るとい

うことは厳しくなったのですね。それに対して、水道、浄水施設や自宅

の台所じゃなくて共同の設備を使って製造すればこれは合格というこ

とらしいので、そういったことについて県の方でも支援をしますので

というお話があったと思いますのでぜひ活用していっていただきたい

と思います。 
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また健康食品については、後で時間を取ってお話をさせていただけ

ればと思います。 

 

他にございますでしょうか。もしございませんようでしたら、議題 1

について、原案に対して、今貴重な御意見をいただきましたので、それ

を加えて採択するということでよろしいでしょうか。 

よろしいですか。ありがとうございます。 

 

では次の議題に移りたいと思います。 

議事２「令和５年度徳島県食品表示適正化計画実施結果（案）」につ

いて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

議事２の令和５年度徳島県食品表示適正化計画実施結果（案）につい

て御説明させていただきます。資料２３ページから実施状況、２５ペー

ジから計画について掲載しております。 

 

それでは実施状況の説明の前に計画について簡単に説明させていた

だきます。 

２６ページをお開きください。目的、実施方針、計画の期間が示され

ておりまして、食品表示の適正化に向けた普及啓発及び監視指導を実

施するため、単年度施策を数値目標とともに設定し、取り組んでいると

ころです。本日、その実施状況について御審議いただきます。 

２７ページから２９ページにかけての４つの重点施策について説明

させていただきます。1つ目は、２７ページの「食品関連事業者等によ

る食品表示適正化」について、具体的な施策としましては、食品表示制

度の講習会の開催でありますとか、相談体制の充実ということに取り

組んでおります。２つ目は、「消費者教育による食品表示の正しい理解

の促進」について、出前講座、例えば子育て世代への講座や、栄養成分

表示のセミナーにも取り組みました。また、先ほど申しました講習会等

も含まれるところです。３つ目は、２８ページの「監視指導体制等の充

実」について、食品表示Ｇメンの調査・指導活動や、食品表示ウォッチ

ャーの活動になりまして、科学的産地等判別分析にも取り組んでいる

ところです。４つ目は、２９ページの「リスクコミュニケーションの推

進」について、教育機関等との連携による講座や、消費者庁との連携に

よるリスクコミュニケーター養成講座・シンポジウムの開催などに取

り組みました。各施策とも重なり合う部分が多いため、区別するのでは
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なく、一体的に取り組んでおります。 

数値目標につきましては、３０ページに示しておりまして、（１）食

品表示関連講習会等参加者数から（９）食の関する正しい知識の普及に

関するイベント等参加者数まで個々に定めているところです。 

 

それでは、それぞれの実施状況について御説明させていただきます

ので、資料２３ページ、資料２ 令和５年度徳島県食品表示適正化計画

の数値目標及び実施状況をお開きください。 

（１）食品表示関連講習会等参加者数につきましては、計画が２００

名に対しまして実績は２０９名となっています。内訳につきましては

下段に示させていただいておりまして、県央部で３回、１３１名、県南

部３６名、県西部４２名の参加をいただいております。 

（２）食の安全安心情報ポータルサイト動画再生数につきましては、

視聴回数を目標とさせていただいているところ、年間計画６，０００回

に対して令和５年度が６，３２５回の再生となっております。  

（３）食品表示相談窓口の充実につきましては、内容としては出張相

談窓口の設置とさせていただいておりまして、計画の５回に対して実

績も５回となっております。 

（４）教育機関等との連携による講座開催数につきましては、計画と

しましては 1 年間の回数が目標値となっておりまして、計画２５回に

対し実績は２８回となっております。教育機関別の詳細につきまして

はその下段に示させていただいておりまして、小中学校においてはジ

ュニア食品安全ゼミナール１０回 ３１７名、中学校においては３回 

７９名、高校では食品表示ゼミナール９回 ２４２名、大学各種学校で

は６回 １８８名開催をしているところです。 

（５）食品表示Ｇメンによる立入調査・検査件数につきましては、計

画件数が３，２００件に対しまして調査件数が２，３８３件で、 

７４．５％という状況になっています。令和５年度につきましては、新

型コロナ感染症が５類感染症に移行され、監視活動に努めましたが、未

達成に終わりました。引き続き、監視指導にしっかり取り組んでまいり

ます。 

（６）食品偽装等の抑止力となる科学的産地判別分析件数につきま

しては、計画１７０件に対し実績も１７０件であります。 

（７）食品表示ウォッチャーによる調査件数につきましては、計画

１，３００件に対して１，４２１件の調査を実施しています。こちらに

つきましては、消費者協会の会員を始め、子育て世代の皆さんにウォッ
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チャーになっていただき、調査を実施していただきました。 

（８）事業者と連携したリスクコミュニケーションの開催につきま

しては、計画が３回に対して実績も３回。内訳としては、リスクコミュ

ニケーターの養成が２回、体験型リスクコミュニケーションが１回で

ございます。令和５年度につきましては、令和になって久しぶりに体験

型リスクコミュニケーションを実施したところでございます。 

（９）食に関する正しい知識の普及に関するイベント等参加者数に

つきましては、計画９００名に対し１，０４０人の参加をいただいてお

ります。こちらはこれまでに説明しましたジュニア食品安全ゼミナー

ルや食品表示ゼミナールをはじめ、リスクコミュニケーターの養成講

座、シンポジウム形式のリスクコミュニケーションの参加者数の合計

となっております。 

実施状況につきましては、以上でございます。 

 

加えまして、２ 食品関連団体等との連携による講習会等としまし

て、県として御協力させていただいた講習会でありますとか、教育機関

等と言うのも併せて示させていただいております。 

 

ただいま事務局から御説明がありました件で御意見、御質問等あり

ましたら、よろしくお願いします。 

 

公式サイトを拝見すると、なかなか興味深いテーマが上がっていて

非常に良いと思ったのですが、中身はちょっと古いものもあるので、例

えば健康食品についてなど、新しいテーマについてもどんどん加えて

いただければ活用がされるのではないかなと思います。 

 

制度の変更につきましては随時更新をさせていただいているところ

ではあるのですけれども、新たな話題提供はたしかに少ないというの

はあるかと思いますので、今後そうした場合も情報提供という形もあ

りますので、充実をしていきたいと思います。 

 

教育機関との連携ということで、小中高大学などで出前講座などを

積極的にやっていただいているということですが、○○委員さんは、消

費者教育が中心かと思いますけれども、何か御意見ございますか。 

 

消費者教育による食品表示の正しい理解の促進についてはこれまで
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も言われてまいりました。例えば、今日頂戴しておりますこのお茶を御

覧ください。パッケージには、いわゆる食品表示、原材料から始まりま

して保存方法、期限表示などが表示されていますが、実はパッケージに

はそれだけではなくて、例えばリサイクルの区分、環境への配慮、地域

貢献など多くの情報が書かれています。つまり、1つの商品を買ったと

きに、消費者が読み取らなければいけない表示が、非常にたくさんある

わけです。消費者がそれらすべてを本当に理解できているのかという

と、これはかなり難しい問題だと感じています。情報については、食品

表示だけ重点的に見るのではなくて、やはり総合的に、地域貢献や環境

表示もすべてを見ることが必要です。そういった中で、今回は食品の適

正表示という問題に絞っておりますけれども、消費者の「食の知」とい

うのをどのように高めていくか。要するに情報を整理して、対話の場を

設定して、それによって信頼関係を結んでいくという、消費者と事業者

と行政のリスクコミュニケーションが非常に大きな役割になると、教

育現場としても授業の中で考えている次第です。 

 

食品表示等については、消費者庁のホームページを見ると、基準だけ

でも５００項目ぐらい、たしか５００ページぐらい、非常に細かくいろ

いろ決められているようです。それすべてを理解するというのはなか

なか一般の方に無理だと思いますけども、ポイントをとらえて、先ほど

アレルギーの話もありましたけれども、一番身近なところで、表示に関

連してまたいろいろサイトも充実していただくということがありがた

いと思います。 

 

オンラインで質問をいただいているので、代わりに読み上げさせて

いただきます。 

「リスクコミュニケーターはどのようなものでしょうか」という質

問です。 

 

リスクコミュニケーター養成講座を受けていただいて、修了した方

を中心に、食品表示適正化推進員として活動いただいております。 

食品表示適正化推進員といいますのは、食品表示適正化等に関する

条例に規定されておりまして、県との連携でありますとか、監視指導は

もとより、県との連携で一般消費者の方への伝達というような意識啓

発の活動をしていただいている方をいいます。 

資料３２ページの※１７に「科学的な根拠に基づいた正確な情報を
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選択する能力を有し、正しい情報を発信して、身近な消費者を合理的な

選択に導く事ができる人材」と示されておりますが、実際のところは、

食品表示適正化推進員として活動いただいている方が非常に割合とし

て多くおりまして、市町と消費者協会の方が現在、委嘱されているとこ

ろです。 

 

確認なのですが、リスクコミュニケーターとして修了された方は、消

費者協会さんなどを通して、実際にバラバラに活躍するということで

よろしいですか。 

 

消費者協会の方や、市町の消費者行政に携わる方などそういう業務

をされている方にリスクコミュニケーター養成講座を受講いただい

て、修了していただいた後、条例に規定されております食品表示適正化

推進員として地域で活躍いただいております。 

 

２３ページの（５）に食品表示Ｇメンによる立入調査件数の実績と計

画の比較が書かれているのですけれども、計画は３，２００件なのです

よね。実績が２，３８３件で約７０％の達成率なのですけど、計画どお

りに達成できなかった原因っていうのは何があるのかなというふうに

数値から見えました。 

想定としては、このＧメンの人数というのは何人ぐらいいらっしゃ

るのですかね。例えば、何人いらっしゃるかによって、本来出ているこ

の計画の数字というのが妥当かどうかという部分もあるのかなという

のをこの数字から読み取れて。例えばですね、1 ヶ月５人の人が１日２

ヶ所行ったとして、２０日間稼働したら年間で大体２，４００件数ぐら

いですよね。それでいうと、達成率が大体年間で２，４００ぐらいがボ

ーダーラインになってくるのですよね。Ｇメンが５人ぐらいなのかな

と想定したのですけど、そうであるならばＧメンさんの人数によって、

達成率も７０％が低いか高いかというのが変わってくるのではないか

なというふうには、この客観的数字だけだったらそういうふうに読み

とれます。 

 

まず食品表示Ｇメンの人数につきましては、県内保健所、県庁の安全

衛生課、各部局、そして各県民局等の出先機関の全部で８４名でござい

ます。昨年度は８３名でほぼ同数でございます。 

計画数としてその数字が妥当であるかというところなのですけど
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も、まずは令和４年度の実績が２，３０９件でありまして、昨年度７０

～８０件上積みができたところなのですけども、抜本的な改善にはつ

ながらなかったところです。現計画の件数につきましては、令和４年度

の審議会におきましても同様に目標数に対する質疑がされておりまし

て、その際に、非常にやっぱり難しい数字ではあるけれども、できるだ

けそれを工夫しながら、まず食品表示の信頼確保に努めることが第一

番の目的であるので、すぐに下方修正するのではなく、頑張っていきた

いというような答弁をさせていただき、計画を提出させていただいた

ところでございます。 

Ｇメンの調査につきましても、表示制度も複雑化していって、表示が

もうほぼ全面に書かれておりまして、なかなか隅々まで確認するのは

難しいこともございます。ただ、計画を改定して、４年間は３，２００

件というところで取り組んでいくところですので、まだ１年というと

ころでもあり、昨年同様、今年も頑張っていきたいと考えております。 

 

少し補足で説明させていただきますと、令和元年度の監視件数で言

いますと３，２２２件ということで、３，２００件はやっぱり超えてい

たと。それと、やはりコロナ等がありまして、食品の事業者さんへなか

なか監視指導に行けないというようなそういう事情等もあって少し減

ってきているというような状況がありますので、そのあたり御理解い

ただけたらというふうに思っています。 

 

県の職員さん、それから外の保健所さん含めて全員で８４名という

ことで、県の他の通常の業務と兼任しながらこの３，２００件がクリア

できるように、Ｇメン専属でずっと業務をこなしているのでなくて、通

常の他のいろんな業務をこなしつつこの立入検査をされていると考え

たら、すごい膨大な仕事量というか。仕事量とこの件数を逆に考えた

ら、通常業務とこんなのをこなしながらもこの件数は大変な努力でな

いかなと。てっきり、何人かＧメンっていうのは専属にそのために置か

れている人の配置があるというふうに想定していたので。なので、職員

さん兼任となれば大変ですが、逆に頑張っていらっしゃるなという数

字かなと思います。 

 

「調査・検査」という文字が入っているのですけど、法的な権限はこ

こにないと思うので、何かおかしいということだったらそれを相手に

指導をするということでしょうか。 
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調査しまして、すぐわかるような指導はその場で指導します。例えば

原料原産地表示が欠落していますよというのはすぐなのですけど、食

品表示基準につきましては複雑になってきており、こういう表示をし

ても差し支えないというような言い回しが非常に多くてですね。どっ

ちだろうというのについては、持ち帰って課内で相談というような形

をとらせていただいております。 

 

関連しますが、２３ページの（５）と、２４ページの（７）。先ほど

質問があった立入調査とか食品表示ウォッチャーによる調査を行うと

きは、商店・事業者にあらかじめ言っているのですか、言っていないの

ですか。直接行ってするのですか。 

 

事前に店舗に通告するということはないです。 

 

直接行って調査するわけなのですね。 

 

はい。 

 

その方がいいですね。通告しておきますと、準備しますのでね。 

 

立入調査とか検査をされた結果っていうのは、その時にどういう指

導をして、こういう指導件数だとかいうふうなまとめとか、それを次回

に生かすみたいなことというのはされているのでしょうか。 

 

内部では共有はしているのですけれども、たとえ情報提供者であっ

ても、そこに対して指導したとか調査したというのは一切言わないよ

うにしているところなので、資料にも掲載はしておりません。 

 

多いのであれば、県全域で指導しないといけないみたいなこともあ

るのかなと思ったので、その辺のところをあまりオープンにしないと

のことであれば、他にもできていないのがたくさんあって、消費者とし

ては困る部分も出てくるのかなというふうにちょっと思ったもので聞

いてみました。 

 

オープンにしていないというのは、やっぱりそこの店舗というのが

わかったことに対して風評被害がある場合っていうのが一番懸念され
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るので、オープンにはしないところです。ただ指導に関しましては、直

接事業者さんに指導に参りますので、調査をした事業者さんにつきま

しては、適切に実施していると考えております。 

 

今の御質問のお答えですけども、直接どこどこの業者さんというこ

とじゃなくて、こういう事例があったという事例集みたいな形で何か

おまとめいただければ、他の方の御参考にもなるのではないかなと思

います。 

 

先ほどの御質問でございますけども、先ほど説明があったように、個

別個別の事案の状況となるとなかなか公表できないのですけども、例

えば監視指導の結果こういう違反だったとか、こういう指導を行った

とか、そういうことにつきましては、これまでこの中には掲載してない

のですけども、そのあたりどのような形で反映できるか、また県の方で

検討させていただきまして、報告させていただきたいというふうに考

えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

付け加えさせていただきます。実際書面としては残してはないので

すが、講習会等で、例えば原産地表示の欠落があったりとか、特定原材

料の表示の部分が間違っている事例があったというのは、その地域の

講習会で口頭で御説明させていただくことはあります。 

 

せっかく活動された成果ですから、いろいろそれを活用していくと

いうことは非常に大事と思います。 

 

もし他になければ、この議事２ 食品表示適正化計画実施結果（案）

について、御質問、御意見があったことを踏まえて、御承諾いただい

て、よろしいでしょうか。 

はい。ありがとうございます。 

 

それでは、もし議題としての御意見、御提案があれば、よろしくお願

いします。 

特にございませんでしょうか。 

 

もしなければ勝手ながらですが、資料３として配られている「いわゆ

る健康食品」などについてという資料を。 
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これは先ほど御質疑があった健康食品について、実際に健康食品と

は何なのだろうというふうに多分多くの方は十分御理解いただけてい

ないのじゃないかなと思って作りました。 

 

法律では、健康増進法、食品表示法、食品衛生法というような法律

で、それぞれ特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、指定成

分等含有食品についての指導というようなことがなされています。こ

の食品と医薬品という区別を法律では厳密にやっているのですけれど

も、下の方にありますように、食品というのは医薬品以外のものが全部

食品ということがあって、食品中に医薬品の成分があってはいけない

となっています。それぞれ実際どう区別するかというと、一般の食品で

は特に印はありません。 

 

いわゆる健康食品はいろいろあって、サプリメントとか、健康補助食

品なんかが。 

機能性表示食品っていうのは、昨日私もドラッグストアに行って見

てみたのですけど、確かに機能性表示食品と書いたものが売られてお

ります。その中には今回問題になった紅麹や難消化性デキストリンだ

ったりとかいろんな事例があるのですけど。 

他に、栄養機能食品ということで、すでに安全性が評価されていて、

必要な摂取量も決まっているビタミンやミネラルについては、特に断

りなく売ることができます。 

それから特定保健用食品というのは、個別に許可を国がして安全性

を評価したものについて、その範囲内において、トクホ、特定保健用食

品ということで表示しているものになります。その時はこの右下のマ

ークが付くということです。この特定保健用食品については、表の上の

方で「種類・対象等」という欄がありますが、疾病リスク低減表示とか

規格基準とか、条件付きというような種類があって、条件付きは、条件

付きでよろしいというふうに許可されたもの、規格基準というのは、す

でに規格や基準の決まっているものについて、それはその規格基準の

範囲内で表示しても構わないというふうに許可されたもの、疾病リス

ク低減っていうのは、カルシウムが骨に良いとか、葉酸が妊娠中のお母

さんに良いとか、そういった限られたものについて表示ができるとい

うふうに、いろんな種類があってわかりにくくなっていると思うので

すね。 
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特に一般の方は、健康食品とひとくくりに言われていると、それで健

康になるのだと思って購入するという方が非常に多くおられて。日本

でも３～４割の方は、消費者庁の調査でサプリメントをとっていると

のことです。 

アメリカなどは、医療費が高い国ですから、自分で自分を守るという

ので、疾病予防のためにサプリメントをとる人が半分以上ということ

らしいです。そのためにアメリカでは、サプリメントというのは非常に

大流行ですが、それを日本で真似していったらどうだということで導

入されたのが機能性表示食品です。 

ただ、アメリカの制度と、日本の制度やヨーロッパの制度は大きな違

いがあって、アメリカの方は FDA という食品医薬品基準局というとこ

ろが監督をしておりまして、疾病予防を含んで表示してよいというふ

うになっているけど、日本では疾病予防というのは特定保健用食品の

限られたものだけにしか書いてはいけないということになっていま

す。 

 

ところが紅麹の場合には、コレステロールを下げますというような

コレステなんとかとかいう名前で売られたのですね。実際に調べてみ

ると、モナコリンＫという物質があって、それは私も摂取しているので

すけど、コレステロールの高い人はスタチンという種類の薬があって、

コレステロールを下げるのに効くのですけれども、スタチンの成分が

紅麹の中にはあったということです。それはヨーロッパでは健康食品

としては禁止されているのですが、日本ではその区別が曖昧だったた

めに、モナコリンＫというスタチンの成分が大量に入ったものがその

まま売られていたということが問題になっているということですね。 

他に、製造工程の管理をしてなかったことや、被害情報の届出が十分

でなかったこととか、そういった問題点がまだまだいろいろあるので

すけど。 

 

日本の場合は、機能性表示食品は、食品表示法の中で、機能性を表示

するという目的で作られた制度なのですね。アメリカのサプリメント

の方は、DIETARY SUPPLEMENT HEALTH AND EDUCATION という食品補助サ

プリメントと健康教育がセットになった法律があって、まず健康教育

するということが法律の題名にもあって、それでサプリメントを適切

に使うという趣旨で作られているそうです。 

その辺で、やはりサプリメントと言いながら、日本では何となく健康
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になるということで売られてしまっている。目が見えるようになると

か、お腹の調子がよくなるとか、いろいろな形の製品がありますけど。

そういった仕組みなので、健康食品の定義が曖昧なまま、事業者から届

出がされれば、文書上間違いがなければ、消費者庁さんは受理するとい

う仕組みになっているそうです。 

 

それについて、見直しが必要じゃないかということで、今、機能性表

示食品の検討会が開かれていて、パブリックコメントというような段

階になっていますので、皆さんももし関心があれば、消費者庁のホーム

ページを御覧になって、どんなことが言われているのか、どんな問題が

あるかというところを、わかる範囲で、パブリックコメントですから誰

でも意見を言えるので言っていただくということが大事かなと思いま

す。 

この機能性表示食品制度というのは、最初に発足した頃、私はパブリ

ックコメントで、被害情報の集約体制を確立すべきだと言うことと、そ

れを公表する仕組みを作りなさいということを意見としては出したの

ですけど、当時の消費者庁の長官さんは、それはありますということで

答えられてしまったのですけど。実際には実効性がなかった。どういう

場合に計上して、いついつの範囲で、どこまで届け出るかという具体的

な指示がはっきりしてなかったのですね。そのために紅麹に関しては、

数ヶ月経ってからやっと届出したり、最近になって、前は５名の死亡が

確認されましたが実は７６件も疑いのある例があるということで、今

調査中です。 

やはりせっかくの制度ですから、それが実効性を持って、被害情報が

集約されて、また同じことが起こってはいけないわけですから、できる

だけ早く公表していくということが必要なんじゃないかなと思われま

す。 

 

他の件でも、もし何か今話題あるいは自分が気にしている食品安全

関係、あるいは表示関係の御質問等があれば、せっかくの機会ですので

どうぞ。 

 

管理栄養士として大学で研究をしておりまして、一般の方の健康食

品の利用についてもたびたび話題に上がることがあるのですが、何を

根拠に自分の体に良いのかわからないままに摂取している方が多く見

られることが問題となっていると感じております。そういう点で、健康
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食品の正しい利用や、この食品は特定保健用食品なのか機能性表示食

品なのかとか、どのように法律で規定されているものなのか、摂取する

本人がちゃんと理解して摂取ができるような知識を消費者にもっても

らえたらいいなと考えております。 

 

先ほど、消費者の正しい知識という話をいただきまして、今年特にシ

ンポジウムを開催する際に、テーマは健康食品かなと実際に考えてお

ります。委員がおっしゃるようなレベルになるか、当然一般の方を対象

にしたシンポジウムですけども、今の御意見を参考に、シンポジウム開

催に向けて取り組みたいと思います。 

 

先ほどの御説明で欠けていたのですけど、資料３の表の上から４行

目の指定成分等含有食品ということで、食品衛生法で６つの成分を含

んでいるものについて、厳しく取り締まるという制度が発足しました。

その中には、プエラリア・ミリフィカという成分で、簡単に言えば女性

ホルモン作用を持っている植物があって、その成分を大量に濃縮して

あるものを摂ったらいろんな障害が出てしまうということが実際に症

例としてたくさん出てきて、それで厳しく取り締まるようになったと

いうことです。他にもいくつか症例が報告された６つの成分について

指定して、これを取り締まるというふうな状況になっているというこ

とです。 

なので、何か事故が起きないと取り締まりがいかないという状況な

ので、被害情報をしっかり把握できる体制というのがどうしても必要

となってくると思います。 

 

Web で質問が１つ来ております。 

紅麹を県だったりメーカーの方で試しに試食はしているのかという

質問です。 

 

試食というのは実施しておりません。 

 

先ほどの委員さんの方からの御質問とかぶるのですけど、やはりウ

ォッチャーさんその他、監視・指導件数を挙げていただいているのです

けど、委員が集まるときに、こういう違反の件数があったよというだけ

でも言っていただけたら、我々もそれに対して、野菜や果物等を扱って

いますので、スーパーに行きましてこの表示ができていないとかがあ
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りましたら、我々も店に対して指導を行えるような立場にあるという

ところでありますので、そのあたりも公表をしていただいたら非常に

ありがたいなというように思っています。 

特に我々青果物というのは、産地から見るのですよね。その中で、店

によりますと、今徳島県産はないのに徳島県産と書いているなという

のが、我々プロの目から見ますとそういうのがよく見受けられるとこ

ろがあるのです。だからそのあたりも我々も指導していきたいなとい

うように思っています。 

 

それともう 1 点お聞きしたいのですけど、食品表示になるかどうか

ちょっとわからないですけど、広告で売り切れ御免というのは、何か違

反ですか。 

 

まず１点目の指導した件数、例えば２，３０２件のうち違反の内容及

び件数について教えていただきたいとのことなのですけど、どこでど

ういう違反でというのは、内容をそろえて、審議会の場で御説明できる

ような形にさせていただこうかと思います。内容をそろえるというの

は、その場で言ってすぐ貼り直してくれるようなのまで違反とするの

かとか。そういうものについて目ならしをさせていただいて、何らかの

形で回答させていただくようにします。 

 

もう 1 点、売り切れ御免につきましては、間違いかどうかが非常に

難しいです。実際、その最後の 1 つで売り切れたというのであれば間

違いではないので。 

 

広告にたくさんあると載っていて買いに行って、なかった場合にい

くつ仕入れていたのだというような。買いたいのに買えなかったなと

いうところもあるので、ああいう表示の仕方はどんなものかなと思っ

たので。 

 

まず食品Ｇメンとかウォッチャーとか、しっかりと我々も活動して

います。申し上げているとおり、我々が見つけた生の情報をそのままお

伝えするとなれば、いろんなハレーションが起こったり風評被害も発

生する可能性もあるので、そのままということではなかなか難しい。た

だ実際にＧメンとかウォッチャーが活動して、食の安全安心を県とし

てもしっかり守っていっているという姿を県民にお伝えするのも必要
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だろうと思います。そのお伝えの仕方については少しお時間いただい

て、そういう打ち出し方をさせてもらえるような形をとっていきたい

なというふうに思います。 

 

それと、例えば売り切れ御免であるとか、最終商品であるとか、食品

表示の出し方ってかなり難しくなっていますよね。 

どんどん法改正がされるために、本来は消費者のメリットになるよ

うな情報をどんどん載せていってくれているはずなのだけど、いざ目

を向けると、あれ、ここに何書いているのだろうとか、意味がちょっと

わからないよねみたいな話が。やはりそこはリスクコミュニケーショ

ンのような形で、こういうような表示をしていますよ、あるいは事業者

の方々が、こういうような表示になっているとこの商品は安全ですよ

と言ってもらうとか、あるいは実際に消費の現場、例えばスーパーとか

に行って実際に 1 つの商品を見たときに、どういう情報がそこから読

み取れるのかというようなことも研修としてやっていくような取組と

いうものもしていきたいなと。もちろんそれがすぐできるかどうかと

いうのはあるのですけれども、今後の話としては、やっぱりそういうよ

うな取組というものは続けていかないといけないのかなというふうに

思います。 

 

法律上はどんどん良くなっているはずなのですよ。ところが、それを

読み取る力がやっぱり我々の側にもないし、消費者の場合も、これをど

ういうふうに使ったらいいのだろうと。栄養成分表示にしてもそうで

すよね。そういうようなことを、しっかりと消費者の方々とコミュニケ

ーション、特に徳島のように、生産者あるいは事業者の方と消費者が近

いようなところであれば、そこのところで上手くコミュニケーション

を図るようにすれば、事業者側の方の安心度、あるいは消費者の安心度

というものを高めていけるのじゃないか。県はおそらくこういうもの

の仲介役になっていくようになると思うので、そういう役割はしっか

り果たしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

２点、サプリメントのことと、ウォッチャーさんのことでお話させて

いただきたいなと思います。 

 

サプリメントのことですが、サプリメントは栄養所要量とは違う目

的で消費者の方は摂られていると思いますので、所要量で決められて
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いる量を求めて飲んでいるのではないと。要は、その所要量どおり飲ん

でも何の効果もないのじゃないかという方が、オーバードーズだとか

そういう問題が起こっているのだと思うのです。 

ただ、その分子栄養学ですね、あるサプリメントで栄養素を摂ったこ

とで、どれだけの効果が起こるのかというのは、それほどまだ確立をさ

れていない段階だと思います。諸外国、アメリカなどでは、いろんなデ

ータが出て、それに基づいてされていらっしゃって。一般の方も、その

根拠に基づいて、自分に適した量をチョイスされていらっしゃるのだ

と思うのですけれども。まだ日本においては分子栄養学というものが

確立されていないので、そこにあたっては、やはりそちらの方のこれか

らの発展が望まれるのかなと思っております。 

 

次にウォッチャーさんとかＧメンさんのことなのですけど、決して

クレームではないのですが、当社の売り場で、どなたかなって思うよう

な、Ｇメンさんなのかな、ウォッチャーさんなのかな、表示好きの方な

のかなという方が、すごく長い間商品をずっと見ているのですけれど

も、それが誰なのかわからないので、周りの消費者の方から見たら、何

か悪いことしたのとか、何かあったのとすごく不安を持たれるという

ことがよくありまして、うちのスタッフの方にも問い合わせがありま

す。それで、問題がなければそのまま帰られるので、そういうケースが

多いかと思うのですけれども。やはりうちの店員もスタッフも不安に

思いながら、何だろうと思いながら、その状況を看過しているという

か、そういうところがありますので、例えば見たけど大丈夫でしたよみ

たいな一言がいただけたら、お手間だとは思うのですけれども、そうだ

ったのかと。あと消費者の方に聞かれた時も、見ていただいたのだけど

大丈夫でしたという御返答もできるのかなとよく思うことがありまし

て。ただ皆さんすごくよく頑張っていただいていますし、弊社のスタッ

フの時間を割かないように気を配っていただいているのだろうなと思

っているのですけれども、時々そういったことが起こるので、お店の方

からも今日は何か本部の方に連絡ありましたかというのが時々きま

す。そういった現状がございますということで、御報告です。 

 

まずウォッチャーの話ですけれども、事前にお知らせすることなく

お店も入らしていただいて、正直言うと、何かなみたいな形で調べさせ

ていただくということがあろうかと思います。ただ、その行為自体が、

周りのお客さんから見たときにちょっと･･･というふうなこともある
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のかもしれませんけれど、そこは御容赦いただきたいなという部分と、

できるだけそういう不信を招かないような形で活動させていただきた

いなと思いますので、もしこれはちょっとというようなことがあれば

また仰っていただければなというふうに思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 

サプリメントの話なのですけれども、サプリメントの効果とか、ある

いは所要量以上に、例えば適正な使用量以上になったらどうなるのか

という話になってくると、なかなか我々もそれをどういうふうに消費

者の方にお伝えしたらいいのかということは非常に悩ましいところで

はございます。 

例えば厚生労働省、いわゆる公的な機関の方から、副作用があります

よというようなところが出てくれば、我々としてはお伝えすることが

非常にしやすくはなるのですけれども。ただ一般的に、１つとか２つの

個別の事例をもって県として何かアクションをするというのは、非常

に難しいというのが実情としてございます。そういう面でも実は我々

としても、それを消費者の方々、あるいはもう一方では事業者の方にど

うお伝えしていったらいいのかということが悩ましいところであると

いうのが本当のところでございます。 

そこについては、我々まずは例えば今回の紅麹がわかりやすい例で

すけれども、国の動きとかそういうところを注視させていただくのと、

それとやっぱり諸外国での知見というのも増えてきていますので、そ

れを集めていくっていうのは国の役割であると思いますので、そうい

ったまずエビデンスの方をしっかりと国の方で押さえていただいて、

我々は事業者の方、消費者の方々に対してどういうふうにアナウンス

をしていくか、そういうところはしっかりと押さえながら広報をして

いきたいというふうに思っております。こういうような広報をやった

方がいいのじゃないかとか、あるいはこういうエビデンスが出てきて

いるのだけど国はどういう考えているのだろうかみたいなことがある

のであれば、また教えていただければなというふうに思いますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

今委員からお話があった食品表示ウォッチャーの受託をさせていた

だいているのですけれども、もう相当長い期間させていただいて、私の

方には情報としては、もう事業者様が素晴らしい表示ということで、そ

んなに問題はないということを大半お聞きしているのですけれども。



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

 

 

会長 

受託事業と言いましてもほとんどボランティアのような感じの事業

で、十何年か前までは商品を購入して確認するだけの予算はあったみ

たいですけれども、今は必要な物は購入して確認できても、自分に必要

のない物についてはお店でしっかり見ている方もいらっしゃると、そ

ういう方が御迷惑をおかけしているのだなと。 

研修のときに県の担当者ともよく話し合いながら、どのような形で

ウォッチャーの調査をするのが適正なのかお話しながら、御迷惑おか

けしないような形で調査をしたいと思っております。 

 

ウォッチャーさんとかＧメンさんも、それぞれの立場があるのでし

ょうけど、なかなか難しいですが、適切な形で活動し、その成果も広げ

ていくっていうのは、今日のお話の中でも大切になると思われます。 

 

また、実際の細かい基準を国に作っていただくということも非常に

大事だと。例えば、機能性表示食品については、実際に食経験があれば

安全性は担保できているという前提に立っていて。でもその食経験と

いうのは実は成分そのものじゃなくて、その素となったお野菜とかに

含まれている。その野菜を食べたらこういう健康に良いことがあると

いうのを、濃縮した成分についてそのまま当てはめてしまっていると

いう例があります。 

こういったものについては、ヨーロッパの EFSA と言う食品安全評価

委員会では、２０年以上の食経験がなかったら安全と言わないと言わ

れている。日本では２年以内でも、形が変わったものでも認めてしまっ

ているという状況があります。そういった基準のあり方自体を考え直

してもらう必要もあるのですけれども、国にはそういったことをきち

んとやってもらって、また、県や事業者のレベルでは、実際の現場でそ

れぞれ消費者さんや、お互いの会話の中で、活動やお考えを伝え合って

いくというのも大事だと思います。 

 

Web で質問が来ているので読み上げさせていただきます。 

紅麹の件で、メーカーの方では人が実際に食べてという試験はされ

ているのかというのと、もしされている場合に、実際食べて試験をした

よという情報が表示の方に盛り込まれているかどうかという質問で

す。 

 

発売前のデータとしては一応いくつか論文を出さないと機能性表示
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食品っていうのは認められないのですが、その論文そのものがちゃん

と科学的なレベルに達しているかどうか、どういう科学誌に投稿され

たかとか、国際的な判断基準を満たした論文かどうかということが本

当は重要とされるべきなのですが、特定保健用食品ではそれができて

いますけれども、機能性表示食品がそこまでいかなくて。いくつか自社

の社員が加わって作ったような論文も根拠として使われてしまってい

ると思います。そういったことで、科学的な根拠とする判断基準ももう

1 回、国にきちんと考え直していただく必要があるということですね。 

 

それでは貴重なお時間をいただいて、大変活発な御議論ありがとう

ございました。 

今日のこういう結果を十分生かした形で、今後とも県の食品安全安

心行政をすすめていただけたらと思います。 

大変、ありがとうございます。 

司会をお返しします。 

 

ありがとうございました。 

では会長から一言お願いします。 

 

今日は貴重な御意見を賜って非常にありがたかったと思います。今

後とも是非また皆さんのお力を借りてどんどん安全安心な食品行政を

していただけるかと思います。お疲れ様でした。 

 

審議会の終了に当たり、勝間危機管理部長より御挨拶を申し上げま

す。 

 

（挨拶） 

 

以上をもちまして、令和６年度第１回「徳島県食の安全安心審議会」

を終了させていただきます。 

 


